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お
尋
ね
の
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
の
原
子
力
発
電
所
」
へ
の
「
攻
撃
」
及
び
「
被
害
の
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月

四
日
及
び
五
日
（
現
地
時
間
）
の
国
際
原
子
力
機
関
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
か
ら
同
機
関
に
対
し
、
同
月
四
日
、

同
国
内
の
ザ
ポ
リ
ッ
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て
、
発
射
物
が
訓
練
用
の
建
物
に
当
た
り
、
局
所
的
な
火
災
を
引
き
起
こ
し

た
後
に
鎮
火
と
な
っ
た
旨
及
び
同
原
子
力
発
電
所
敷
地
内
の
研
究
棟
・
管
理
棟
に
も
被
害
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
と
承

知
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
ど
の
国
に
よ
る
攻
撃
だ
っ
た
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
る
も
の
と
承
知

し
て
お
り
、
「
放
射
線
漏
れ
は
発
生
し
た
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
同
発
表
に
よ
れ
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
か
ら
同
機

関
に
対
し
、
放
射
性
物
質
の
放
出
は
な
く
、
放
射
線
レ
ベ
ル
は
通
常
ど
お
り
で
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

「
日
本
国
内
の
原
発
は
武
力
攻
撃
に
耐
え
ら
れ
る
の
か
」
、
「
武
力
攻
撃
が
日
本
国
内
の
原
発
に
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
被

害
の
程
度
に
つ
い
て
武
力
攻
撃
の
態
様
ご
と
に
例
示
願
い
た
い
」
及
び
「
日
本
国
内
の
原
発
は
上
空
か
ら
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
や
爆

撃
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
程
度
の
威
力
ま
で
で
あ
れ
ば
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て

は
、
御
指
摘
の
「
武
力
攻
撃
」
及
び
「
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
や
爆
撃
」
の
具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
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六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）
に
お
い
て
、
故
意
に

よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
処
す
る
た
め
の
対
策
に
係
る
基
準
を
定
め
て
い
る
。 


